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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　染料が印捺された基材からなる印捺物の製造方法であって、
　染料成分とバインダ樹脂とを含有する少なくとも１種の乾式トナーを帯電体に静電的に
付着させる付着工程と、
　前記乾式トナーを前記帯電体から前記基材に転写する転写工程と、を備え、
　前記転写工程は、
　前記帯電体の前記基材側とは反対側に設けられた電界印加部によって、前記帯電体に付
着した前記乾式トナーが電気的な斥力を受けるように当該乾式トナーに電界を印加するこ
とにより、当該乾式トナーを前記帯電体から前記基材に向かって飛翔させる飛翔工程を有
することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記飛翔工程では、前記乾式トナーと前記基材との間に間隙が設けられた状態、又は、
前記帯電体が前記乾式トナーを前記基材に対して押圧しない状態で、前記乾式トナーに前
記電界を印加することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記転写工程後に、前記乾式トナーの前記基材に対する付着強度を向上させる付着強度
向上工程をさらに備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記付着強度向上工程では、前記基材に非接触な加熱手段を用いて、前記乾式トナーを
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前記バインダ樹脂のガラス転移以上、融点未満の温度に加熱することによって、前記乾式
トナーの前記基材に対する付着強度を向上させることを特徴とする請求項３に記載の方法
。
【請求項５】
　前記飛翔工程では、定電流源によって、前記乾式トナーに印加される前記電界を発生さ
せることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記転写工程は、
　前記基材を基材搬送部の表面に配置する配置工程と、
　前記基材搬送部の前記表面の除電を行う第１除電工程と、
　前記基材搬送部の裏面の除電を行う第２除電工程と、をさらに有することを特徴とする
請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の方法によって、前記印捺物を製造する工程と、
　前記乾式トナー中の前記染料成分によって前記基材を染色する染色工程と、を備えるこ
とを特徴とする捺染物の製造方法。
【請求項８】
　染料が印捺された基材からなる印捺物の製造装置であって、
　前記基材が配置される表面を有する基材搬送部と、
　染料成分とバインダ樹脂とを含有する少なくとも１種の乾式トナーを静電的に保持する
帯電体と、
　前記乾式トナーを前記帯電体から前記基材に転写する転写部と、を備え、
　前記転写部は、電気的な斥力によって前記乾式トナーを前記帯電体から前記基材に向か
って飛翔させるように、当該乾式トナーに電界を印加する電界印加部を有し、前記電界印
加部は、前記帯電体の前記基材側とは反対側に設けられている、ことを特徴とする装置。
【請求項９】
　前記転写部は、前記乾式トナーと前記基材との間に間隙が設けられた状態、又は、前記
帯電体が前記乾式トナーを前記基材に対して押圧しない状態で、前記乾式トナーに前記電
界を印加することを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記転写部は、定電流源を有し、当該定電流源によって前記乾式トナーに印加される前
記電界を発生させることを特徴とする請求項８又は９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記基材搬送部の前記表面を除電するための第１除電装置と、
　前記基材搬送部の裏面を除電するための第２除電装置と、をさらに備えることを特徴と
する請求項８～１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記乾式トナーの前記基材に対する付着強度を向上させる付着装置であって、前記転写
部よりも前記基材搬送部による搬送方向下流側に設けられた前記付着装置をさらに備える
ことを特徴とする請求項８～１１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記付着装置は、前記基材に非接触な状態で、前記乾式トナーを前記バインダ樹脂のガ
ラス転移以上、融点未満の温度に加熱することを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３に記載の装置と、
　前記乾式トナー中の前記染料成分によって前記基材を染色する染色部であって、前記付
着装置よりも前記基材の前記搬送部による搬送方向下流側に設けられた前記染色部と、を
備えることを特徴とする捺染物の製造装置。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印捺物の製造方法、捺染物の製造方法、印捺物の製造装置、及び、捺染物の
製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　捺染は、糸、編織物、二次製品等の種々の形態の繊維品およびその他材料に適用されて
いる。下記特許文献１～５には、インクジェットを用いた捺染方法が開示されており、下
記特許文献６～９には、電子写真方式の捺染方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１９５７７６号公報
【特許文献２】特許第２９９５１３５号公報
【特許文献３】特開２００３－９６３４０号公報
【特許文献４】特開平７－２７８４８２号公報
【特許文献５】特開平８－２２６０８３号公報
【特許文献６】特開平９－７３１９８号公報
【特許文献７】特開平１０－２３９９１６号公報
【特許文献８】特開平５－０２７４７４号公報
【特許文献９】特開平５－０３３２７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　インクジェットを用いた捺染方法においては、捺染濃度を高くすることが困難であった
り、連続して印捺を行うと捺染濃度が変化し易かったりといった問題点がある。この点、
電子印刷方式を用いた捺染方法を用いることにより、そのような問題点を解決することが
できる。
【０００５】
　電子写真方式を用いた捺染方法においては、感光体に捺染する画像に対応する所定形状
の静電潜像を形成する工程と、当該感光体に染料を含有するトナーを付着させる工程と、
感光体と基材とを接触させてトナーを布帛等の基材へ転写することにより当該基材へ所定
形状にトナーを印捺する工程と、印捺されたトナー中の染料成分を発色させる工程が行わ
れる。
【０００６】
　このような電子写真方式を用いた捺染方法として、液体トナーを用いる方法（例えば、
上記特許文献６及び７）と、乾式トナーを用いる方法（例えば、上記特許文献８及び９）
が知られている。
【０００７】
　しかしながら、液体トナーを用いる電子写真方式の捺染方法においては、２色以上の捺
染を行い難いという問題点がある。具体的には、第１の色のための液体トナーで捺染した
基材の領域を、第２の色のための液体トナーでさらに捺染すると、第２の色の捺染濃度を
高くすることが困難であるという問題点がある。さらに、液体トナーを用いる電子写真方
式の捺染方法においては、複雑な工程を行う必要があるという問題点もある。さらに、ト
ナーは基材の凸部には効率良く転写されるのに対して、基材の凹部には転写し難い傾向が
あるため、捺染部の鮮明さに欠ける傾向がある。そのため、転写性が低いという問題点が
ある。
【０００８】
　それに対して、乾式トナーを用いる電子写真方式の捺染方法においては、液体トナーを
用いる場合のような２色以上の捺染を行い難いという問題点、及び、複雑な工程を行う必
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要があるという問題点は解決される。しかしながら、乾式トナーを用いる電子写真方式の
捺染方法においても、トナーは基材の凸部には効率良くに転写されるのに対して、基材の
凹部には転写し難い傾向があるため、転写性が低いという問題点がなお存在する。
【０００９】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、染料を含む乾式トナーを基材に
転写する際の転写性が良好な印捺物の製造方法、捺染物の製造方法、印捺物の製造装置、
及び、捺染物の製造装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述の課題を解決するため、本発明に係る印捺物の製造方法は、染料が印捺された基材
からなる印捺物の製造方法であって、染料成分とバインダ樹脂とを含有する少なくとも１
種の乾式トナーを帯電体に静電的に付着させる付着工程と、乾式トナーを帯電体から基材
に転写する転写工程とを備え、転写工程は、帯電体に付着した乾式トナーが電気的な斥力
を受けるように乾式トナーに電界を印加することにより、乾式トナーを帯電体から基材に
向かって飛翔させる飛翔工程を有することを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る印捺物の製造方法によれば、飛翔工程において、帯電体に付着した乾式ト
ナーは、電気的な斥力によって帯電体から離間し、基材に向かって飛翔する。そのため、
帯電体を基材に押圧して転写を行う場合と比較して、基材の表面の凹凸に起因して乾式ト
ナーが基材に転写され難くなることは抑制される。そのため、乾式トナーを基材に転写す
る際の転写性が向上する。
【００１２】
　さらに、本発明に係る印捺物の製造方法においては、飛翔工程では、乾式トナーと基材
との間に間隙が設けられた状態、又は、帯電体が乾式トナーを基材に対して押圧しない状
態で記乾式トナーに上記電界を印加することが好ましい。
【００１３】
　さらに、本発明に係る印捺物の製造方法は、転写工程後に、乾式トナーの基材に対する
付着強度を向上させる付着強度向上工程をさらに備えることが好ましい。これにより、転
写工程において基材に転写された乾式トナーが、基材から離間したり、基材内で移動した
りすることを抑制することができる。
【００１４】
　さらに、本発明に係る印捺物の製造方法においては、付着強度向上工程では、基材に非
接触な加熱手段を用いて、乾式トナーをバインダ樹脂のガラス転移以上、融点未満の温度
に加熱することによって、乾式トナーの基材に対する付着強度を向上させることが好まし
い。これにより、付着強度向上工程において、基材に転写された乾式トナーが、基材から
離間したり、基材内で移動したりすることを抑制しつつ、乾式トナー中のバインダ樹脂が
、後の工程で除去が困難になってしまう程度に基材に強く付着することを抑制することが
、容易となる。
【００１５】
　さらに、本発明に係る印捺物の製造方法においては、飛翔工程では、定電流源によって
、乾式トナーに印加される電界を発生させることが好ましい。これにより、飛翔工程にお
いて乾式トナーと基材との間の間隙の大きさが変動して、基材に転写される乾式トナーの
量が変動することを抑制することができる。
【００１６】
　さらに、本発明に係る印捺物の製造方法においては、転写工程は、基材を基材搬送部の
表面に配置する配置工程と、基材搬送部によって、基材の帯電体に対する相対位置を移動
させる基材移動工程と、基材搬送部の表面の除電を行う第１除電工程と、基材搬送部の裏
面の除電を行う第２除電工程とをさらに有することが好ましい。
【００１７】
　これにより、基材搬送部が帯電していることに起因して、飛翔工程における乾式トナー
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の基材への転写が不安定になることを抑制することができる。
【００１８】
　また、上述の課題を解決するため、本発明に係る捺染物の製造方法は、上述のいずれか
の方法によって印捺物を製造する工程と、乾式トナー中の染料成分によって基材を染色す
る染色工程とを備えることを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る捺染物の製造方法によれば、上述のいずれかの方法によって印捺物を製造
しているため、乾式トナーを基材に転写する際の転写性が向上する。
【００２０】
　また、上述の課題を解決するため、本発明に係る印捺物の製造装置は、染料が印捺され
た基材からなる印捺物の製造装置であって、基材が配置される表面を有する基材搬送部と
、染料成分とバインダ樹脂とを含有する少なくとも１種の乾式トナーを静電的に保持する
帯電体と、乾式トナーを帯電体から基材に転写する転写部とを備え、転写部は、電気的な
斥力によって乾式トナーを帯電体から基材に向かって飛翔させるように、乾式トナーに電
界を印加する電界印加部を有することを特徴とする。
【００２１】
　本発明に係る印捺物の製造装置によれば、転写部が有する電界印加部によって、帯電体
に付着した乾式トナーを、電気的な斥力によって帯電体から離間させ、基材に向かって飛
翔させることができる。そのため、帯電体を基材に押圧して転写を行う場合と比較して、
基材の表面の凹凸に起因して乾式トナーが基材に転写され難くなることは抑制される。そ
のため、乾式トナーを基材に転写する際の転写性が向上する。
【００２２】
　さらに、本発明に係る印捺物の製造装置において、転写部は、乾式トナーと基材との間
に間隙が設けられた状態、又は、帯電体が前記乾式トナーを基材に対して押圧しない状態
で、乾式トナーに前記電界を印加することが好ましい。
【００２３】
　さらに、本発明に係る印捺物の製造装置は、乾式トナーの基材に対する付着強度を向上
させる付着装置であって、転写部よりも基材搬送部による搬送方向下流側に設けられた付
着装置をさらに備えることが好ましい。これにより、転写部によって基材に転写された乾
式トナーが、基材から離間したり、基材内で移動したりすることを抑制することができる
。
【００２４】
　さらに、本発明に係る印捺物の製造装置において、付着装置は、基材に非接触な状態で
、乾式トナーをバインダ樹脂のガラス転移以上、融点未満の温度に加熱することが好まし
い。
【００２５】
　これにより、転写部によって基材に転写された乾式トナーが、基材から離間したり、基
材内で移動したりすることを抑制しつつ、乾式トナー中のバインダ樹脂が、後の工程で除
去が困難になってしまう程度に基材に強く付着することを抑制することが、容易となる。
【００２６】
　さらに、本発明に係る印捺物の製造装置において、転写部は、定電流源を有し、この定
電流源によって乾式トナーに印加される上記電界を発生させることが好ましい。
【００２７】
　これにより、乾式トナーと基材との間の間隙の大きさが変動して、転写部によって基材
に転写される乾式トナーの量が変動することを抑制することができる。
【００２８】
　さらに、本発明に係る印捺物の製造装置は、基材搬送部の表面を除電するための第１除
電装置と、基材搬送部の裏面を除電するための第２除電装置とをさらに備えることが好ま
しい。
【００２９】
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　これにより、基材が帯電していることに起因して、乾式トナーの基材への転写が不安定
になることを抑制することができる。
【００３０】
　また、上述の課題を解決するため、本発明に係る捺染物の製造装置は、上述のいずれか
の印捺物の製造装置と、乾式トナー中の染料成分によって基材を染色する染色部であって
、付着装置よりも基材の搬送部による搬送方向下流側に設けられた染色部とを備えること
を特徴とする。
【００３１】
　本発明に係る捺染物の製造装置によれば、上述のいずれかの印捺物の製造装置を備えて
いるため、乾式トナーを基材に転写する際の転写性が向上する。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、染料を含む乾式トナーを基材に転写する際の転写性が良好な印捺物の
製造方法、捺染物の製造方法、印捺物の製造装置、及び、捺染物の製造装置が提供される
。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】実施形態に係る印捺物の製造装置、及び、捺染物の製造装置を示す模式図である
。
【図２】印捺物の製造装置の転写部近傍の模式図である。
【図３】実施形態に係る印捺物の製造方法及び、捺染物の製造方法を示すフローチャート
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、実施の形態に係る印捺物の製造方法、捺染物の製造方法、印捺物の製造装置、及
び、捺染物の製造装置について、添付図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図面
において、可能な場合には同一要素には同一符号を用いる。また、図面中の構成要素内及
び構成要素間の寸法比は、図面の見易さのため、それぞれ任意となっている。
【００３５】
　まず、本実施形態の印捺物の製造装置、及び、捺染物の製造装置について説明する。
【００３６】
　図１は、本発明の実施形態に係る印捺物の製造装置、及び、捺染物の製造装置を示す模
式図である。
【００３７】
　図１に示すように、本実施形態の印捺物の製造装置１００は、主として、イエロー作像
ユニット３、マゼンタ作像ユニット５、シアン作像ユニット７、ブラック作像ユニット９
、露光部１１、帯電体としての中間転写ベルト１３、基板搬送部としての搬送ベルト１５
、転写部６５、付着装置８５、第１除電装置８１、及び、第２除電装置８３を備えている
。
【００３８】
　印捺物の製造装置１００は、４色一括転写方式で印捺及び捺染を行う。そのため、印捺
物の製造装置１００は、４つの単色作像ユニット、即ち、イエロー作像ユニット３、マゼ
ンタ作像ユニット５、シアン作像ユニット７、及び、ブラック作像ユニット９を備えてい
る。
【００３９】
　イエロー作像ユニット３、マゼンタ作像ユニット５、シアン作像ユニット７、及び、ブ
ラック作像ユニット９は、それぞれ、感光体１９Ｙ，１９Ｍ，１９Ｃ，１９Ｋ、帯電装置
としての帯電ローラ２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２１Ｋ、現像装置２３Ｙ，２３Ｍ，２３Ｃ
，２３Ｋ、クリーニング装置２５Ｙ，２５Ｍ，２５Ｃ，２５Ｋ、及び、除電装置としての
除電ローラ２７Ｙ，２７Ｍ，２７Ｃ，２７Ｋを有している。
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【００４０】
　感光体１９Ｙ，１９Ｍ，１９Ｃ，１９Ｋは、例えば、それぞれ円筒形状であり、円筒形
状の中心軸を回転軸として、矢印Ｒ１９Ｙ，Ｒ１９Ｍ，Ｒ１９Ｃ，Ｒ１９Ｋで示す回転方
向にそれぞれ回転することができる。帯電ローラ２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２１Ｋ、現像
装置２３Ｙ，２３Ｍ，２３Ｃ，２３Ｋ、クリーニング装置２５Ｙ，２５Ｍ，２５Ｃ，２５
Ｋ、及び、除電ローラ２７Ｙ，２７Ｍ，２７Ｃ，２７Ｋは、それぞれ、感光体１９Ｙ，１
９Ｍ，１９Ｃ，１９Ｋの外周面に沿ってこの順に配置されている。
【００４１】
　帯電ローラ２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２１Ｋは、それぞれ、感光体１９Ｙ，１９Ｍ，１
９Ｃ，１９Ｋの外周面を帯電させる機能を有する。露光部１１は、感光体１９Ｙ，１９Ｍ
，１９Ｃ，１９Ｋのそれぞれの外周面の所定の領域に光を照射する。現像装置２３Ｙ，２
３Ｍ，２３Ｃ，２３Ｋは、それぞれ、染料成分とバインダ樹脂とを含有する乾式トナーを
保持している。現像装置２３Ｙ，２３Ｍ，２３Ｃ，２３Ｋは、それぞれ、イエローの乾式
トナー、マゼンタの乾式トナー、シアンの乾式トナー、ブラックの乾式トナーを保持する
。イエローの乾式トナーは、イエローの染料成分を含有し、マゼンタの乾式トナーはマゼ
ンタの染料成分を含有し、シアンの乾式トナーはシアンの染料成分を含有し、ブラックの
乾式トナーはブラックの染料成分を含有する。
【００４２】
　クリーニング装置２５Ｙ，２５Ｍ，２５Ｃ，２５Ｋは、それぞれ、感光体１９Ｙ，１９
Ｍ，１９Ｃ，１９Ｋの外周面をクリーニングする機能を有する。除電ローラ２７Ｙ，２７
Ｍ，２７Ｃ，２７Ｋは、それぞれ、感光体１９Ｙ，１９Ｍ，１９Ｃ，１９Ｋの外周面を除
電する機能を有する。
【００４３】
　中間転写ベルト１３は、２つのプーリ３３，３５、逆バイアス転写ローラ６１、及び、
保持ローラ５１，５３，５７の周りに巻かれており、クリーナー５８及びガイドローラ５
９に接している。２つのプーリ３３，３５は、駆動装置によって、それぞれ矢印Ｒ３３，
Ｒ３５で示す回転方向に回転する。これにより、中間転写ベルト１３は、矢印Ｄ１３で示
す方向に駆動する。
【００４４】
　また、感光体１９Ｙ，１９Ｍ，１９Ｃ，１９Ｋは、中間転写ベルト１３の駆動方向に沿
って中間転写ベルト１３の表面とそれぞれ対向するように設けられている。また、一次転
写ローラ３７Ｙ，３７Ｍ，３７Ｃ，３７Ｋは、中間転写ベルト１３の駆動方向に沿って中
間転写ベルト１３の裏面とそれぞれ対向すると共に、中間転写ベルト１３を介して感光体
１９Ｙ，１９Ｍ，１９Ｃ，１９Ｋとそれぞれ対向するように設けられている。
【００４５】
　搬送ベルト１５は、２つのプーリ７１，７３の周りに巻かれている。２つのプーリ７１
，７３は、駆動装置によって、それぞれ矢印Ｒ７１，Ｒ７３で示す回転方向に回転する。
これにより、搬送ベルト１５は、矢印Ｄ１５で示す方向に駆動する。搬送ベルト１５の厚
さは、例えば２ｍｍとすることができる。
【００４６】
　印捺物の製造装置１００は、搬送ベルト１５の駆動方向に沿って設けられた洗浄部７５
、乾燥部７７、及び、粘着剤供給部７９を備える。洗浄部７５は、搬送ベルト１５の表面
を洗浄する。乾燥部７７は、搬送ベルト１５の表面を乾燥させる。粘着剤供給部７９は、
搬送ベルト１５の表面に、感圧糊等の粘着剤を供給する。
【００４７】
　洗浄部７５によって洗浄された後、乾燥部７７によって乾燥させられ、粘着剤供給部７
９によって粘着剤が供給された搬送ベルト１５の表面に、基材１７が固定される。これに
より、基材１７は、プーリ７３からプーリ７１に向かう方向、即ち、矢印Ｄ１７で示す方
向に搬送される。
【００４８】
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　逆バイアス転写ローラ６１の下方には、中間転写ベルト１３及び搬送ベルト１５を介し
て、二次転写ローラ６３が設けられている。そのため、搬送ベルト１５によって搬送され
る基材１７は、逆バイアス転写ローラ６１と二次転写ローラ６３の間、即ち、中間転写ベ
ルト１３と二次転写ローラ６３との間を通過する。逆バイアス転写ローラ６１及び二次転
写ローラ６３は、転写部６５の一部を構成する。逆バイアス転写ローラ６１及び二次転写
ローラ６３は、金属等の導電性材料からなる。
【００４９】
　図２は、印捺物の製造装置の転写部近傍の模式図である。図２に示すように、基材１７
が逆バイアス転写ローラ６１と二次転写ローラ６３の間にある状態において、中間転写ベ
ルト１３と基材１７は離間している。そして、詳細は後述するように、中間転写ベルト１
３には、乾式トナー粒子８０が付着している。乾式トナー粒子８０が中間転写ベルト１３
と基材１７の間にある状態において、乾式トナー粒子８０と基材１７との間には、間隙Ｇ
が形成されている。
【００５０】
　この間隙Ｇの大きさＬＧは、中間転写ベルト１３と搬送ベルト１５との間の距離から、
中間転写ベルト１３と搬送ベルト１５との間における基材１７の厚さと乾式トナー粒子８
０の大きさを引いた値となる。また、基材１７の表面に凹凸がある場合、基材１７の搬送
に伴い、基材１７の表面の凹凸が間隙Ｇの大きさＬＧに影響することになる。
【００５１】
　また、印捺物の製造装置１００は、逆バイアス転写ローラ６１と二次転写ローラ６３の
少なくとも一方を移動させることにより、逆バイアス転写ローラ６１と二次転写ローラ６
３との間の距離を調整する調整装置を備えていてもよい。このような調整装置により、間
隙Ｇの大きさＬＧを調整することができる。
【００５２】
　また、乾式トナー粒子８０が中間転写ベルト１３と基材１７の間にある状態において、
乾式トナー粒子８０と基材１７との間に間隙Ｇが形成されていなくても、中間転写ベルト
１３が乾式トナー粒子８０を基材１７に対して押圧しない状態であればよい。即ち、乾式
トナー粒子８０が中間転写ベルト１３と基材１７の間にある状態において、乾式トナー粒
子８０と基材１７とは、互いに無圧接触状態又は非接触状態にあればよい。
【００５３】
　逆バイアス転写ローラ６１とグラウンドの間には、逆バイアス転写ローラ６１に電力を
供給する電源としての定電流源６１Ｅが電気的に接続されている。定電流源６１Ｅによっ
て、中間転写ベルト１３と基材１７との間には定電流が流れる。逆バイアス転写ローラ６
１と定電流源６１Ｅとで、電界印加部６２となる。
【００５４】
　これにより、逆バイアス転写ローラ６１から電界が発生する。この電界は、逆バイアス
転写ローラ６１と二次転写ローラ６３との間の領域に印加される。そのため、逆バイアス
転写ローラ６１は、乾式トナー粒子８０に電界を印加する。そして、この電界が乾式トナ
ー粒子８０に電気的な斥力を与えるように、定電流源６１Ｅは逆バイアス転写ローラ６１
に電機的に接続されている。即ち、例えば乾式トナー粒子８０がマイナスに帯電している
場合、定電流源６１Ｅによって逆バイアス転写ローラ６１に正電圧が印加されるようにな
っている。
【００５５】
　また、二次転写ローラ６３とグラウンドの間には、二次転写ローラ６３に電力を供給す
る電源としての定電流源６３Ｅが電気的に接続されている。定電流源６３Ｅによって、中
間転写ベルト１３と基材１７との間には定電流が流れる。二次転写ローラ６３と定電流源
６３Ｅとで、電界印加部６４となる。
【００５６】
　これにより、二次転写ローラ６３から電界が発生する。この電界は、逆バイアス転写ロ
ーラ６１と二次転写ローラ６３との間の領域に印加される。そして、この電界が乾式トナ
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ー粒子８０に電気的な引力を与えるように、定電流源６３Ｅは二次転写ローラ６３に電気
的に接続されている。即ち、例えば乾式トナー粒子８０がマイナスに帯電している場合、
定電流源６３Ｅによって二次転写ローラ６３に正電圧が印加されるようになっている。ま
た、本実施形態においては、電界印加部６２と電界印加部６４とで、転写部６５となる。
なお、二次転写ローラ６３には、定電流源６３Ｅのような電源が接続されていなくてもよ
い。
【００５７】
　また、図１に示すように、印捺物の製造装置１００は、さらに付着装置８５を備える。
付着装置８５は、転写部６５よりも基材１７の搬送ベルト１５による搬送方向下流側に設
けられている。付着装置８５は、例えば、赤外線ヒーター（好ましくは、遠赤外線ヒータ
ー）のような非接触加熱装置であることが好ましい。
【００５８】
　また、本実施形態の捺染物の製造装置１１０は、上述のような印捺物の製造装置１００
と、染色部１０３及びバインダ樹脂除去部１０５を備えている。染色部１０３は、付着装
置８５よりも基材１７の搬送ベルト１５による搬送方向下流側に設けられている。バイン
ダ樹脂除去部１０５は、染色部１０３よりも基材１７の搬送ベルト１５による搬送方向下
流側に設けられている。
【００５９】
　(基材)
　本実施形態の基材１７は、電気的絶縁性を有し、かつ染色可能な材料であって平滑な表
面又は凹凸が存在する表面を有するものである。基材１７としては、例えば、布帛、紙、
プラスチックフィルム、プラスチックシートを挙げることができる。基材１７は、表面に
凹凸を有することが好ましい。基材１７がプラスチックフィルムやプラスチックシートか
らなる場合、基材１７の表面に、エンボス加工等により凹凸が形成されていてもよい。基
材１７の表面の凹凸の程度は特に限定されないが、最大厚みに対する最小厚みの割合が５
０％以下であってもよいし、例えば、メッシュ状の布帛のような当該割合が略０％のもの
であってもよい。
【００６０】
　本実施形態において基材１７として使用される布帛は、天然又は人工の編物、織物、不
織布等である。また、本実施形態において、基材１７として使用される布帛は、上記以外
に、紐や縄を含む組物、綿状ハイバルフスク、スライバー、多孔質スポンジ、フェルト等
の繊維構造体と認識され得るもの一般をも包含する。
【００６１】
　本実施形態の基材１７として使用される布帛は、例えば、綿、カボック、麻、絹、羊毛
、キャメル、モヘア、カシミア、アルパカ、アンゴラのような天然繊維、例えばポリアミ
ド繊維、ポリアラミド繊維、ポリエステル繊維、ポリトリメチレンテレフタレート（ＰＴ
Ｔ）繊維、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）繊維、ポリアクリレート繊維、ポリ乳
酸繊維（ＰＬＡ繊維）ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）繊維、ポリ塩化ビニル系繊維、ポ
リエチレン系繊維、ポリウレタン系繊維、ポリアクリル系繊維、ポリプロピレン（ＰＰ）
系繊維、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）繊維、ベンゾエート系繊維、ポリスチレ
ン系繊維、ポリテトラフルオロエチレン系繊維、ポリシアン化ビニリデン系繊維、ポリエ
ーテルエステル系繊維、プロミックス繊維などの合成繊維、例えば、ジアセテート繊維、
トリアセテート繊維、ニトロセルロース繊維などの半合成繊維、例えば、レーヨン、キュ
プラ、大豆タンパク繊維、牛乳タンパク繊維などの再生繊維、例えば、ガラス繊維、バサ
ルトファイバー、ウォラストナイト、シリカ・アルミナ繊維、ジルコニア繊維、ホウ素繊
維、窒化ホウ素繊維、窒化ケイ素チタンカルシウム繊維などの無機繊維の何れか又はこれ
らの２種以上の組合せを含むものから製造されるものである。
【００６２】
　本実施形態において基材１７として使用される布帛を構成する糸としては、例えば、モ
ノフィラメント、マルチフィラメント、ステープルファイバー（スフ）、トウ、ハイバル
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クスフ、ハイバルクトウ、紡績糸、混紡糸、加工糸、仮撚糸、異形断面糸、中空糸、コン
ジュゲート糸、ＰＯＹ（partially oriented yarn:部分配向糸）、ＤＴＹ（draw-texture
d yarn:延伸加工糸）、ＰＯＹ－ＤＴＹ、スライバー等を挙げることができる。
【００６３】
　なお、本実施形態において基材１７として使用される布帛の厚みは、特に制限されない
が、例えば、０．１ｍｍ～２．０ｍｍとすることができる。
【００６４】
　（乾式トナー）
　上述のように本実施形態において現像装置２３Ｙ，２３Ｍ，２３Ｃ，２３Ｋが保持する
乾式トナーは、染料成分とバインダ樹脂とを含有している。
【００６５】
　乾式トナーに使用される染料成分としては、例えば、分散染料および油溶性染料が挙げ
られる。これらの分散染料のうち、市販の粉体分散染料では、染料成分の純度が当該分散
染料全体の重量を基準として３０重量％～５０重量％の割合で含有されているものもあり
、それ以外の成分として食塩や芒硝が多量に含まれている場合もある。本実施形態におい
て用いられる乾式トナーにおいては、当該分散染料からこのようなその他成分が取り除か
れ、染料成分の純度が当該その他成分を取り除いた後の分散染料全体の重量を基準として
８０重量％以上の割合で含まれているように予め調製されたものを使用するか、又は染料
成分単独からなる分散染料を用いることが好ましい。本実施形態において用いられる乾式
トナーにおいて、上記染料成分の含有量は、当該トナーの重量を基準として当業者が任意
に設定することができる。
【００６６】
　乾式トナーに用いられるバインダ樹脂としては、例えば、アルカリ可溶性樹脂又は水溶
性樹脂として知られる樹脂成分が挙げられる。バインダ樹脂のより具体的な例としては、
水溶性メラミン樹脂、水溶性ロジン変性樹脂、水溶性ポリエステル樹脂、水溶性アクリル
樹脂、水溶性エポキシ樹脂、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリエチレ
ンイミン、カルボキシメチルセルロース、アルギン酸ソーダ、コラーゲン、ゼラチン、デ
ンプン、キトサンなどやこれらの組合せが挙げられる。本実施形態において用いられる乾
式トナーにおいて、上記バインダ樹脂の含有量は、当該乾式トナーの重量を基準として、
例えば、７５重量％～９０重量％である。
【００６７】
　上記乾式トナーは、荷電制御剤、ワックスなどのその他の成分を含有していてもよい。
ワックスは上述の感光体１９Ｙ，１９Ｍ，１９Ｃ，１９Ｋなどへのオフセットを防止する
ために使用される。荷電制御剤を配合する場合、好ましい配合量は、当該トナーの重量を
基準として、例えば、０．２重量％以上、１重量％以下である。ワックスを配合する場合
、好ましい配合量は、当該トナーの重量を基準として、例えば、０．１重量％以上、５重
量％以下である。
【００６８】
　具体的には、本実施形態で用いられる乾式トナーは、例えば以下のようにして調製する
ことができる。ここでは、シアンの乾式トナーを例として説明する。水溶性ポリエステル
樹脂（８７．５６重量％）、ワックス（４．６１重量％）、負帯電用の荷電制御剤（０．
４６重量％）、及び、染料成分（７．３７重量％：カラーインデックスディスパースブル
ー６０）を混合し、温度５０℃で混練した。この混合物を冷却した後、最大でφ２μｍ程
度に粗粉砕した後、更に微粉砕を行い、更に分級を行って、平均粒径５．８～６．３μｍ
の粒子からなる粉体を得た。この粉体１００％に対して、凝集を防ぐためにシリカやチタ
ンの微粉末を１％程度で加えて、本実施形態で用いられるシアンの乾式トナーを得た。
【００６９】
　次に、上述のような印捺物の製造装置及び捺染物の製造装置を用いた本実施形態に係る
印捺物の製造方法、及び、捺染物の製造方法について詳細に説明する。
【００７０】
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　図３は、本実施形態に係る印捺物の製造方法及び捺染物の製造方法のフローチャートを
示す図である。
【００７１】
　図３に示すように、本実施形態の印捺物の製造方法においては、印捺物を製造する工程
Ｓ３が行われる。印捺物を製造する工程Ｓ３は、乾式トナーを帯電体に静電的に付着させ
る付着工程Ｓ３１と、乾式トナーを帯電体から基材に転写する転写工程Ｓ３３と、乾式ト
ナーの基材に対する付着強度を向上させる付着強度向上工程Ｓ５と、を含んでいる。
【００７２】
　転写工程Ｓ３３は、基板搬送部の表面の除電を行う第１除電工程Ｓ３３１と、基板搬送
部の裏面の除電を行う第２除電工程Ｓ３３３と、基材を基材搬送部の表面に配置する配置
工程Ｓ３３４と、乾式トナーを帯電体から基材に向かって飛翔させる飛翔工程Ｓ３３５と
、を含んでいる。本実施形態の印捺物の製造方法によって、染料が印捺された基材からな
る印捺物が得られる。
【００７３】
　また、図３に示すように、本実施形態の捺染物の製造方法においては、印捺物を製造す
る工程Ｓ３と、染料成分によって基材を染色する染色工程Ｓ５と、バインダ樹脂を除去す
る除去工程Ｓ７と、が行われる。本実施形態の捺染物の製造方法によって、染料成分によ
って染色された基材からなる捺染物が得られる。
【００７４】
　以下、これらの各工程について、詳細に説明する。
【００７５】
（印捺物を製造する工程Ｓ３）
　上述のように、印捺物を製造する工程Ｓ３は、付着工程Ｓ３１、転写工程Ｓ３３、及び
、付着強度向上工程Ｓ３５を含んでいる。
【００７６】
（付着工程Ｓ３１）
　本工程においては、以下のように、乾式トナー粒子８０を中間転写ベルト１３に静電的
に付着させる。本実施形態においては、以下のように電子写真方式によって、乾式トナー
粒子８０を中間転写ベルト１３に静電的に付着させる。
【００７７】
　まず、図１に示すように、感光体１９Ｙ，１９Ｍ，１９Ｃ，１９Ｋを回転させながら、
クリーニング装置２５Ｙ，２５Ｍ，２５Ｃ，２５Ｋによる感光体１９Ｙ，１９Ｍ，１９Ｃ
，１９Ｋのクリーニング、及び、除電ローラ２７Ｙ，２７Ｍ，２７Ｃ，２７Ｋによる感光
体１９Ｙ，１９Ｍ，１９Ｃ，１９Ｋの外周面の除電を行う。
【００７８】
　そして、帯電ローラ２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２１Ｋによって感光体１９Ｙ，１９Ｍ，
１９Ｃ，１９Ｋのそれぞれの外周面を帯電させる。続いて、露光部１１によって、感光体
１９Ｙ，１９Ｍ，１９Ｃ，１９Ｋの露光を行う。即ち、感光体１９Ｙ，１９Ｍ，１９Ｃ，
１９Ｋのそれぞれに静電潜像が形成されるように、露光部１１によって感光体１９Ｙ，１
９Ｍ，１９Ｃ，１９Ｋのそれぞれの外周面の所定箇所に光を照射する。これらの静電潜像
は、それぞれの色についての印捺及び捺染を行うパターンに対応している。
【００７９】
　次に、現像装置２３Ｙ，２３Ｍ，２３Ｃ，２３Ｋによって、乾式トナー粒子を感光体１
９Ｙ，１９Ｍ，１９Ｃ，１９Ｋのそれぞれに付着させることによって、上記静電潜像を乾
式トナーによって現像する。感光体１９Ｙはイエローの乾式トナー粒子によって現像され
、感光体１９Ｍはマゼンタの乾式トナー粒子によって現像され、感光体１９Ｃはシアンの
乾式トナー粒子によって現像され、感光体１９Ｋはブラックの乾式トナー粒子によって現
像される。
【００８０】
　次に、感光体１９Ｙ，１９Ｍ，１９Ｃ，１９Ｋのそれぞれに付着した乾式トナーを、駆
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動する中間転写ベルト１３に静電的に付着させる。具体的には、クリーナー５８でクリー
ニングを行った中間転写ベルト１３は、プーリ３３を経由して、イエロー作像ユニット３
、マゼンタ作像ユニット５、シアン作像ユニット７、及び、ブラック作像ユニット９の直
下位置に順に搬送される。
【００８１】
　イエロー作像ユニット３においては、感光体１９Ｙに現像されたイエローの乾式トナー
粒子は、一次転写ローラ３７Ｙの働きによって中間転写ベルト１３に静電的に付着する。
同様に、マゼンタ作像ユニット５においては、感光体１９Ｍに現像されたマゼンタの乾式
トナー粒子は、一次転写ローラ３７Ｍの働きによって中間転写ベルト１３に静電的に付着
し、シアン作像ユニット７においては、感光体１９Ｃに現像されたシアンの乾式トナー粒
子は、一次転写ローラ３７Ｃの働きによって中間転写ベルト１３に静電的に付着し、ブラ
ック作像ユニット９においては、感光体１９Ｋに現像されたブラックの乾式トナー粒子は
、一次転写ローラ３７Ｋの働きによって中間転写ベルト１３に静電的に付着する。
【００８２】
　このようにして、中間転写ベルト１３は、イエロー、マゼンタ、シアン、及び、ブラッ
クの各色の乾式トナー粒子を静電的に保持する。保持された各乾式トナー粒子は、印捺及
び捺染を行うパターンに対応したフルカラーのパターンを構成している。
【００８３】
（転写工程Ｓ３３）
　次に、転写工程Ｓ３３が行われる。上述のように、転写工程Ｓ３３は、第１除電工程Ｓ
３３１、第２除電工程Ｓ３３３、配置工程Ｓ３３４、及び、飛翔工程Ｓ３３５を含んでい
る。
【００８４】
（第１除電工程Ｓ３３１及び第２除電工程Ｓ３３３）
　これらの工程においては、２つのプーリ７１，７３によって搬送ベルト１５を駆動させ
ながら、第１除電装置８１によって搬送ベルト１５の表面の除電を行い、第２除電装置８
３によって搬送ベルト１５の裏面の除電を行う。第１除電装置８１及び第２除電装置８３
としては、それぞれ例えば交流式除電装置を用いることができる。
【００８５】
　このような第１除電工程Ｓ３３１及び第２除電工程Ｓ３３３を行うことにより、搬送ベ
ルト１５が帯電していることに起因して、後の飛翔工程Ｓ３３５における乾式トナー粒子
８０の基材１７への転写が不安定になることを抑制することができる。
【００８６】
（配置工程Ｓ３３４）
　そして、これらの工程の他、洗浄部７５による洗浄、乾燥部７７による乾燥、及び、粘
着剤供給部７９による粘着剤の付与を搬送ベルト１５に対して行う。その後、搬送ベルト
１５を駆動させてプーリ７３を経由させた後、表面に基材１７を固定する。そして、さら
に搬送ベルト１５を駆動させることにより、基材１７を転写部６５の近傍、即ち、逆バイ
アス転写ローラ６１と二次転写ローラ６３との間まで移動させる。
【００８７】
（飛翔工程Ｓ３３５）
　本工程では、以下のように、所定の形状で中間転写ベルト１３に付着した乾式トナー粒
子８０を、基材１７に転写する。
【００８８】
　まず、図２に示すように、まず中間転写ベルト１３を駆動させることにより、中間転写
ベルト１３が保持するイエロー、マゼンタ、シアン、及び、ブラックの乾式トナー粒子８
０を転写部６５付近まで移動させる。
【００８９】
　上述のように、転写部６５においては、乾式トナー粒子８０が中間転写ベルト１３と基
材１７の間にある状態において、乾式トナー粒子８０と基材１７との間には、間隙Ｇが形
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成されている。さらに、上述のように、転写部６５の逆バイアス転写ローラ６１は、乾式
トナー粒子８０に電気的な斥力を与えるように、乾式トナー粒子８０に電界を印加する。
【００９０】
　これにより、中間転写ベルト１３に付着した乾式トナー粒子８０は、電気的な斥力によ
って中間転写ベルト１３から離間し、基材１７に向かって飛翔する。そのため、所定の形
状で中間転写ベルト１３に付着した乾式トナー粒子８０が、基材１７に転写される。
【００９１】
　さらに、上述のように、転写部６５の二次転写ローラ６３は、乾式トナー粒子８０に電
気的な引力を与えるように、乾式トナー粒子８０に電界を印加する。そのため、この引力
によっても乾式トナー粒子８０は中間転写ベルト１３から離間し、基材１７に向かって飛
翔するため、基材１７を効率良く飛翔させることができる。ただし、上述のように、二次
転写ローラ６３には、定電流源６３Ｅのような電源が接続されていなくてもよい。この場
合は、逆バイアス転写ローラ６１が乾式トナー粒子８０に印加する電界による電気的な斥
力によって、乾式トナー粒子８０は中間転写ベルト１３から離間し、基材１７に向かって
飛翔する。
【００９２】
（付着強度向上工程Ｓ３５）
　乾式トナー粒子８０が転写された基材１７は、搬送ベルト１５によって、付着装置８５
の近傍に搬送される。そして、付着装置８５によって、乾式トナー粒子８０の基材１７に
対する付着強度を向上させる処理が行われる。
【００９３】
　付着装置８５としては、例えば、赤外線ヒーター（好ましくは、遠赤外線ヒーター）の
ような基材１７に非接触な加熱装置を用いることができる。また、付着装置８５として、
ホットプレートを用いることもできる。この場合、このホットプレートを基材１７の裏面
に設けることができる。
【００９４】
　本実施形態の付着装置８５の役割は、基材１７上に転写された所定形状の乾式トナー粒
子８０が、次の染色工程Ｓ５に移行するまで乱れない程度の強さで、乾式トナー粒子８０
を基材１７に付着させることである。そのため、乾式トナー粒子８０を基材１７に強固に
固定する必要はない。基材１７として布帛を用いた場合、捺染後の布帛の風合いを損なわ
ないことが重要な場合が多く、その点からすれば乾式トナー粒子８０に含まれるバインダ
樹脂は、染色後においては邪魔な存在となる場合が多い。
【００９５】
　従って、染色工程Ｓ５の後、ソーピング等のバインダ除去工程で容易にバインダ樹脂を
除去できることが好ましいので、付着装置８５では乾式トナー粒子８０を完全に溶融させ
て強固に基材１７に固定するのではなく、適度な強度で基材１７に付着させることが好ま
しい。従って、付着装置８５として遠赤外線ヒーターのような基材１７に非接触な加熱装
置を用いると、乾式トナー粒子８０の形状を著しく変形させず、かつ、乾式トナー粒子８
０が乱れない程度に基材１７への付着力を向上させることが容易となる。
【００９６】
　また、付着強度向上工程Ｓ３５では、基材１７に非接触な加熱手段を用いて、乾式トナ
ー粒子８０をバインダ樹脂のガラス転移以上、融点未満の温度に加熱することによって、
乾式トナー粒子８０の基材１７に対する付着強度を向上させることが好ましい。
【００９７】
　ガラス転移以上に加熱されたバインダ樹脂は、その原形を保持したままその表面が溶融
し又は粘着状となり、布帛等の基材に対する付着強度が向上する。その際、バインダ樹脂
を融点以上の温度には加熱していないため、乾式トナー粒子８０が完全に溶融して布帛の
繊維の間に入り込むことはない。そのため、乾式トナー粒子８０中のバインダ樹脂が、後
の工程（除去工程Ｓ７）で除去が困難になってしまう程度に基材１７に強く付着すること
を抑制することが、容易となる。
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【００９８】
　また、付着装置８５としては、乾式トナー粒子８０に含まれるバインダ樹脂に対して膨
潤作用を有する溶媒を含有する溶剤を噴霧する装置であってもよい。このような溶剤噴霧
により、乾式トナー粒子８０は、その原形を保持したままその表面が溶解し又は膨潤して
粘着状となり、布帛等の基材１７に対する付着強度が向上する。このような膨潤作用のあ
る溶媒としては、例えばエチルアルコール、メチルアルコール、イソプロピルアルコール
、ジエチルエーテル、酢酸エチルおよびこれらの混合溶媒を挙げることができる。
【００９９】
　以上のような工程を行うことにより、印捺物を製造する工程Ｓ３が完了し、染料が印捺
された基材からなる印捺物１７Ａが製造される。
【０１００】
　なお、印捺物を製造する工程Ｓ３において、付着工程Ｓ３１より前に、印捺及び捺染対
象となる基材の表面の凹凸を軽減又は平坦化するための前処理工程を行ってもよい。
【０１０１】
（染色工程Ｓ５）
　付着強度向上工程Ｓ３５が行われた基材１７は、搬送ベルト１５によって染色部１０３
の近傍に搬送される。そして、染色部１０３によって、乾式トナー粒子８０中の染料成分
によって基材１７を染色する処理が行われる。染色部１０３としては、例えば、過熱蒸気
を基材１７に与える装置を用いることができる。
【０１０２】
（除去工程Ｓ７）
　染色処理が行われた基材１７は、搬送ベルト１５によってバインダ樹脂除去部１０５の
近傍に搬送される。そして、バインダ樹脂除去部１０５によって、乾式トナー粒子８０中
のバインダ樹脂を除去する処理が行われる。バインダ樹脂除去部１０５としては、例えば
、浴中でのアルカリ水溶液（例えば、所定濃度に調製された苛性ソーダ水溶液等）による
洗浄や水による洗浄等のソーピング処理を行う装置を用いることができる。染色後にバイ
ンダ樹脂が除去されると、最終的に得られる捺染物の風合いが向上するだけでなく、摩擦
堅牢度および耐洗濯特性にも優れることとなる。
【０１０３】
　最終的な捺染物１７Ｂにバインダ樹脂が残存していてもよい場合には、除去工程Ｓ７は
省略することができる。
【０１０４】
　以上のような工程を行うことにより、捺染物１７Ｂが製造される。
【０１０５】
　上述のような本実施形態に係る印捺物１７Ａの製造方法によれば、飛翔工程Ｓ３３５に
おいて、中間転写ベルト１３に付着した乾式トナー粒子８０は、電気的な斥力によって中
間転写ベルト１３から離間し、基材１７に向かって飛翔する（図２参照）。
【０１０６】
　そのため、中間転写ベルト１３を基材１７に押圧して転写を行う場合と比較して、基材
１７の表面１７Ｓに凹凸が存在しても、この凹凸に起因して乾式トナー粒子８０が基材１
７に転写され難くなることは抑制される。そのため、乾式トナー粒子８０を基材１７に転
写する際の転写性が向上する。また、乾式トナー粒子８０が中間転写ベルト１３と基材１
７の間にある状態において、乾式トナー粒子８０と基材１７とが無圧接触状態であるとき
も、中間転写ベルト１３を基材１７に押圧して転写を行う場合と比較して、基材１７の表
面１７Ｓの凹凸に起因して乾式トナー粒子８０が基材１７に転写され難くなることは抑制
されるため、乾式トナー粒子８０を基材１７に転写する際の転写性が向上する。
【０１０７】
　また、本実施形態においては、飛翔工程Ｓ３３５では、逆バイアス転写ローラ６１に電
気的に接続された定電流源６１Ｅによって、乾式トナー粒子８０に印加される電界を発生
させている（図２参照）。これにより、飛翔工程において、例えば基材１７の表面１７Ｓ
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の凹凸等に起因して、乾式トナー粒子８０と基材１７との間の間隙Ｇの大きさＬＧが変動
しても、基材１７に転写される乾式トナー粒子８０の量が変動することを抑制することが
できる。
【０１０８】
　また、定電流源６１Ｅによって逆バイアス転写ローラ６１と二次転写ローラ６３との間
に流す電流値は、２０μＡ以上、１００μＡ未満であることが好ましい。何故なら、この
電流値が２０μＡ以上であると、乾式トナー粒子８０の転写が良好に行われるからであり
、この電流値が１００μＡ未満であると、異常放電に起因した乾式トナー粒子８０の転写
画像の乱れを十分に抑制することができるからである。
【０１０９】
　また、定電流源６３Ｅによって逆バイアス転写ローラ６１と二次転写ローラ６３との間
に流す電流値は、３０μＡ以上、１００μＡ未満であることが好ましい。何故なら、この
電流値が３０μＡ以上であると、乾式トナー粒子８０の転写が良好に行われるからであり
、この電流値が１００μＡ未満であると、異常放電に起因した乾式トナー粒子８０の転写
画像の乱れを十分に抑制することができるからである。
【０１１０】
　また、間隙Ｇの大きさＬＧは、０．１ｍｍ以上、０．６ｍｍ以下であることが好ましい
。大きさＬＧが０．１ｍｍ以上であれば、基材１７の表面１７Ｓの凹凸に起因して乾式ト
ナー粒子８０が基材１７に転写され難くなることを十分に抑制することができる。また、
大きさＬＧが０．６ｍｍ以下であれば、中間転写ベルト１３から基材１７への乾式トナー
粒子８０の転写率を十分に高くすることができる。
【０１１１】
　また、本実施形態においては、飛翔工程Ｓ３３５では、二次転写ローラ６３に電気的に
接続された定電流源６３Ｅによって、乾式トナー粒子８０に印加される電界を発生させて
いる（図２参照）。これにより、飛翔工程において、例えば基材１７の表面１７Ｓの凹凸
等に起因して、乾式トナー粒子８０と基材１７との間の間隙Ｇの大きさＬＧが変動しても
、基材１７に転写される乾式トナー粒子８０の量が変動することを抑制することができる
。
【０１１２】
　ただし、定電流源以外の電源、例えば、定電圧源を、逆バイアス転写ローラ６１に電気
的に接続してもよい。このような場合であっても、逆バイアス転写ローラ６１が乾式トナ
ー粒子８０に印加する電界によって乾式トナー粒子８０が電気的な斥力を受けるのであれ
ば、本実施形態の効果を発揮する。同様に、電流源以外の電源、例えば、定電圧源を、二
次転写ローラ６３に電気的に接続してもよい。このような場合であっても、二次転写ロー
ラ６３が乾式トナー粒子８０に印加する電界によって乾式トナー粒子８０が電気的な引力
を受けるようにすることが好ましい。
【０１１３】
　また、上述のような本実施形態に係る捺染物の製造方法によれば、上述のような方法に
よって印捺物１７Ａを製造しているため、乾式トナー粒子８０を基材１７に転写する際の
転写性が向上する。
【０１１４】
　また、上述のような本実施形態に係る印捺物の製造装置１００によれば、転写部６５が
有する電界印加部６２によって、中間転写ベルト１３に付着した乾式トナー粒子８０を、
電気的な斥力によって中間転写ベルト１３から離間させ、基材１７に向かって飛翔させる
ことができる（図２参照）。そのため、中間転写ベルト１３を基材１７に押圧して転写を
行う場合と比較して、基材１７の表面１７Ｓの凹凸に起因して乾式トナー粒子８０が基材
１７に転写され難くなることは抑制される（図２参照）。そのため、乾式トナー粒子８０
を基材１７に転写する際の転写性が向上する。
【０１１５】
　さらに、本実施形態に係る印捺物の製造装置１００は、乾式トナー粒子８０の基材１７
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に対する付着強度を向上させる付着装置８５であって、転写部６５よりも基材１７の搬送
ベルト１５による搬送方向下流側に設けられた付着装置８５をさらに備えている（図１参
照）。これにより、転写部６５によって基材１７に転写された乾式トナー粒子８０が、基
材１７から離間したり、基材１７内で移動したりすることを抑制することができる。
【０１１６】
　本実施形態に係る印捺物の製造装置１００において、付着装置８５は、基材１７に非接
触な状態で、乾式トナー粒子８０をバインダ樹脂のガラス転移以上、融点未満の温度に加
熱することが好ましい。
【０１１７】
　これにより、転写部６５によって基材１７に転写された乾式トナー粒子８０が、基材１
７から離間したり、基材１７内で移動したりすることを抑制しつつ、乾式トナー粒子８０
中のバインダ樹脂が、後の工程（除去工程Ｓ７）で除去が困難になってしまう程度に基材
１７に強く付着することを抑制することが、容易となる。
【０１１８】
　さらに、本実施形態に係る印捺物の製造装置１００において、転写部６５は、定電流源
６１Ｅを有し、この定電流源６１Ｅによって乾式トナー粒子８０に印加される電界を発生
させている（図２参照）。これにより、例えば基材１７の表面１７Ｓの凹凸等に起因して
、乾式トナー粒子８０と基材１７との間の間隙Ｇの大きさＬＧが変動しても、基材１７に
転写される乾式トナー粒子８０の量が変動することを抑制することができる。
【０１１９】
　さらに、本実施形態に係る印捺物の製造装置１００は、基材搬送部の表面を除電するた
めの第１除電装置と、基材搬送部の裏面を除電するための第２除電装置とをさらに備えて
いる。これにより、基材１７が帯電していることに起因して、乾式トナー粒子８０の基材
１７への転写が不安定になることを抑制することができる。
　また、上述のような本実施形態に係る捺染物の製造装置１１０によれば、上述のような
印捺物の製造装置１００を備えているため、乾式トナー粒子８０を基材１７に転写する際
の転写性が向上する。
【符号の説明】
【０１２０】
　１３・・・中間転写ベルト（帯電体）、１５・・・搬送ベルト（基板搬送部）、１７・
・・基材、１７Ａ・・・印捺物、１７Ｂ・・・捺染物、６５・・・転写部、Ｓ３・・・印
捺物を製造する工程、Ｓ３１・・・付着工程、Ｓ３３・・・転写工程、Ｓ３３１・・・第
１除電工程、Ｓ３３３・・・第２除電工程、Ｓ３３５・・・飛翔工程、Ｓ３５・・・付着
強度向上工程、Ｓ５・・・染色工程、Ｓ７・・・除去工程。
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